
〔高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定〕

（６） 未 収 金 明 細 表
（単位：円）

経 理 区 分 金           額 摘                    要

中小企業高度化資金貸付金利息の未収金　（2,523,035,471円)

労働保険料還付額（4,937円）、消費税還付金額 （平成15年度申告分27,709円、平成16年度申告分9,447円）

出 資 資 金 経 理 15 労働保険料還付額

新事業開拓促進等資金経理 66,696,228 労働保険料還付額(136円)、助成金に係る返還金(66,696,092円)

労働保険料還付額（127円）

消費税還付額（平成15年度申告分59,049円、平成16年度申告分108,225円）

中小企業庁及び特許庁からの受託収入 （1,624,304円）

労働保険料還付額（162,093円）

消費税還付金額 （平成15年度申告分139,978,757円、平成16年度申告分23,959,292円）

計 2,755,665,654

2,523,077,564

165,724,446

繊 維 関 係 業 務 経 理 167,401

高 度 化 融 資 経 理

指 導 研 修 経 理


